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福
祉

用
具
販
売

ま
ち
だ
福
祉

用
具
貸
与

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
福
野
田
字
実

田
四
八
の
一

〃

株
式
会
社

ロ
ッ
シ
ュ

八
戸
市
大
字
石
手

洗
字
泉
筋
五
の
五

通
所
介
護

リ
ハ
ビ
リ
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

サ
ン
テ
城
下

八
戸
市
城
下
四
丁

目
二
の
一
八
大
東

マ
ン
シ
ョ
ン
一
階

��

･

�･

�



( )

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

青 森 県 報平成27年７月13日 月曜日 第4020号 4

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ

ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

医
療
法
人

仁
泉
会

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
八
太
郎
山
一

〇
の
八
一

訪
問
介

護

介
護
老
人

保
健
施
設

ハ
ー
ト
ラ

ン
ド

十
和
田
市
大
字

相
坂
字
高
清
水

七
八
の
四
五
〇

平
成

��

･

�･

��
平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社

か
い
ご
の

窓
口

東
京
都
港
区
東
麻

布
一
丁
目
七
の
三

第
二
渡
邊
ビ
ル
八

階

訪
問
介

護

介
護
の
窓

口
十
和
田

支
社

十
和
田
市
西
十

二
番
町
一
〇
の

二
二
ハ
ピ
ネ
ス

一
階
Ｂ
号
室

��

･

�･

��
��

･

�･

��

特
定
非
営

利
活
動
法

人
生
き
が

い
十
和
田

十
和
田
市
稲
生
町

一
三
の
七

通
所
介

護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
生
き

が
い
十
和

田

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
一
本

木
沢
九
〇
の
六

��

･

�･

��
〃

特
定
非
営

利
活
動
法

人
生
き
が

い
十
和
田

十
和
田
市
稲
生
町

一
三
の
七

通
所
介

護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
ア
イ

リ
ス

十
和
田
市
西
十

五
番
町
三
〇
の

六

〃

〃

株
式
会
社

ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
三

沢

三
沢
市
松
原
町
二

丁
目
三
一
の
一
九

二
四

通
所
介

護

樹
楽
三
沢

三
沢
市
松
原
町

二
丁
目
三
一
の

一
九
二
四

��

･

�･

�	
〃

有
限
会
社

博
愛
会
ケ

ア
サ
ー
ビ

ス
セ
ン

タ
ー

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
西
村

井
六
の
五

通
所
介

護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
テ
レ

サ
苑

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
林
崎
字

宮
本
六
七
の
一

��

･

�･

�
〃

社
会
福
祉

法
人
す
み

れ
会

黒
石
市
馬
場
尻
南

五
八
の
一

訪
問
介

護

す
み
れ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
ハ
ウ
ス

黒
石
市
一
番
町

三
〇

��

･

�･

��
〃

医
療
法
人

高
人
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
西
ノ
平
二
五

の
七
二

訪
問
看

護

関
口
内
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
西
ノ
平

二
五
の
七
二

��

･

�･

��
〃

医
療
法
人

高
人
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
西
ノ
平
二
五

の
七
二

訪
問
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン

関
口
内
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
西
ノ
平

二
五
の
七
二

〃

〃

医
療
法
人

高
人
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
西
ノ
平
二
五

の
七
二

居
宅
療

養
管
理

指
導

関
口
内
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
西
ノ
平

二
五
の
七
二

〃

〃

社
会
福
祉

法
人
桜
友

会

弘
前
市
大
字
土
堂

字
長
瀬
三
八
五
の

一

訪
問
介

護

訪
問
介
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

｢

藤
の
樹｣

弘
前
市
大
字
藤

代
字
広
田
一
三

一
の
五

��

･

�･

��
��

･


･

��

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

公
益
財
団
法
人

シ
ル
バ
ー
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
協
会

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
八
太
郎
山
一

〇
の
四
四
四

八
戸
西
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
中
坪
七
七

平
成

��･

�･

�



( )

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
白

�
会

青
森
市
大
字
羽
白

字
沢
田
五
の
二

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ま
ち
だ
福
祉

用
具
貸
与

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
福
野
田
字
実

田
四
八
の
一

平
成

��

･

�･

�

医
療
法
人
白

�
会

青
森
市
大
字
羽
白

字
沢
田
五
の
二

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

ま
ち
だ
福
祉

用
具
貸
与

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
福
野
田
字
実

田
四
八
の
一

〃

株
式
会
社

ロ
ッ
シ
ュ

八
戸
市
大
字
石
手

洗
字
泉
筋
五
の
五

介
護
予
防

通
所
介
護

リ
ハ
ビ
リ
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

サ
ン
テ
城
下

八
戸
市
城
下
四
丁

目
二
の
一
八
大
東

マ
ン
シ
ョ
ン
一
階

��

･

�･

�

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

医
療
法
人

仁
泉
会

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
八
太
郎
山
一

〇
の
八
一

介
護
予

防
訪
問

介
護

介
護
老
人

保
健
施
設

ハ
ー
ト
ラ

ン
ド

十
和
田
市
大
字

相
坂
字
高
清
水

七
八
の
四
五
〇

平
成

��

･

�･

��
平
成

��

･

	･

��

株
式
会
社

か
い
ご
の

窓
口

東
京
都
港
区
東
麻

布
一
丁
目
七
の
三

第
二
渡
邊
ビ
ル
八

階

介
護
予

防
訪
問

介
護

介
護
の
窓

口
十
和
田

支
社

十
和
田
市
西
十

二
番
町
一
〇
の

二
二
ハ
ピ
ネ
ス

一
階
Ｂ
号
室

��

･


･

�	
��

･

	･


�

特
定
非
営

利
活
動
法

人
生
き
が

い
十
和
田

十
和
田
市
稲
生
町

一
三
の
七

介
護
予

防
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
生
き

が
い
十
和

田

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
一
本

木
沢
九
〇
の
六

��

･

�･

��
〃

特
定
非
営

利
活
動
法

人
生
き
が

い
十
和
田

十
和
田
市
稲
生
町

一
三
の
七

介
護
予

防
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
ア
イ

リ
ス

十
和
田
市
西
十

五
番
町
三
〇
の

六

〃

〃

株
式
会
社

ケ
ア
サ

ポ
ー
ト
三

沢

三
沢
市
松
原
町
二

丁
目
三
一
の
一
九

二
四

介
護
予

防
通
所

介
護

樹
楽
三
沢

三
沢
市
松
原
町

二
丁
目
三
一
の

一
九
二
四

��

･

	･

��
〃

有
限
会
社

博
愛
会
ケ

ア
サ
ー
ビ

ス
セ
ン

タ
ー

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
西
村

井
六
の
五

介
護
予

防
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
テ
レ

サ
苑

南
津
軽
郡
藤
崎

町
大
字
林
崎
字

宮
本
六
七
の
一

��

･


･

�
〃

社
会
福
祉

法
人
す
み

れ
会

黒
石
市
馬
場
尻
南

五
八
の
一

介
護
予

防
訪
問

介
護

す
み
れ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
ハ
ウ
ス

黒
石
市
一
番
町

三
〇

��

･

	･

��
〃

医
療
法
人

高
人
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
西
ノ
平
二
五

の
七
二

介
護
予

防
訪
問

看
護

関
口
内
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
西
ノ
平

二
五
の
七
二

��

･

	･

��
〃

医
療
法
人

高
人
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
西
ノ
平
二
五

の
七
二

介
護
予

防
訪
問

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

関
口
内
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
西
ノ
平

二
五
の
七
二

〃

〃

医
療
法
人

高
人
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
西
ノ
平
二
五

の
七
二

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

関
口
内
科

ク
リ
ニ
ッ

ク

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
西
ノ
平

二
五
の
七
二

〃

〃

社
会
福
祉

法
人
桜
友

会

弘
前
市
大
字
土
堂

字
長
瀬
三
八
五
の

一

介
護
予

防
訪
問

介
護

訪
問
介
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

｢

藤
の
樹｣

弘
前
市
大
字
藤

代
字
広
田
一
三

一
の
五

��

･

	･

��
��

･

�･


�



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日
を
も
っ
て
指
定
漁
船
を
普

通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

ゆ
み
の
会

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
六
丁
目
九
の

一
二
八
五

就
労
移
行

支
援

す
ま
い
る
工

房

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
六
丁
目
九
の

一
二
八
五

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
清
慈
会

八
戸
市
大
字
新
井

田
字
松
山
下
野
場

七
の
一
五

就
労
移
行

支
援

森
の
菜
園

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
剣

吉
前
河
原
一
四
の

一

〃

合
同
会
社
ふ

れ
愛
プ
ラ
ザ

あ
お
ば

八
戸
市
青
葉
二
丁

目
一
六
の
一
七

就
労
移
行

支
援

就
労
移
行
支

援
事
業
所
あ

お
ば

八
戸
市
青
葉
二
丁

目
一
六
の
一
七

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人

あ
ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
八
五
の

四

地
域
移
行

支
援

び
ー
た
支
援

セ
ン
タ
ー

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人

あ
ー
る
ど

五
所
川
原
市
金
木

町
朝
日
山
八
五
の

四

地
域
定
着

支
援

び
ー
た
支
援

セ
ン
タ
ー

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

〃

加
入
区
の
名
称

小
川
原
湖発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
谷
地
一
四
の
一
七
〇
濱

田

正

隆

上
北
郡
東
北
町
旭
北
四
丁
目
五
三
五
の
一

�

田

浩

明

上
北
郡
東
北
町
旭
北
二
丁
目
三
一
の
一
一
三

沼

尾

栄

一

小
川
原
湖



( )

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

マ
エ
ダ
ス
ト
ア
新
城
店

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
七
四
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

前
田
商
事
株
式
会
社

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

代
表
取
締
役

前
田
知
世

三

青
森
市
の
意
見
の
概
要

駐
車
場
を
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
場
合
、
駐
車
場
法
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
必

要
が
あ
る
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年
八
月
十
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

つ
し
ま
工
建

二

氏
名

對
馬

輝
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
滝
沢
字
住
吉
七
一
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
五)

第
一
〇
〇
四
五
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
四
月
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

Ａ
・
Ｚ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

�
橋

由
布
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
小
柳
五
丁
目
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
一
〇
〇
五
六
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

藤
崎
造
園

二

氏
名

兵
藤

光
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
南
豊
田
三
一
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
一
二
四
二
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
十
一
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

佐
々
木
左
官
工
業
所

二

氏
名

佐
々
木

隆
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
江
陽
一
丁
目
八
の
一
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
四
五
七
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
五
月
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
板

柳
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

西
北
地
域
県
民
局
長

山

本

馨
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃

成
田

清
行

成
田

修
逸

小
野

一
男

斎
藤

博
文

高
橋

洋
美

成
田

政
広

福
士

孝
一

成
田

清
行

山
内

金
男

高
橋

洋
美

成
田

修
逸

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
牡
丹
森
字
鴨
泊
一
八
五

の
二

〃

〃

大
字
常
海
橋
字
駒
田
一
八
三

の
八

〃

〃

大
字
舘
野
越
字
橋
元
二
八

〃

〃

大
字
五
林
平
字
三
宅
一
五
の

二〃

鶴
田
町
大
字
瀬
良
沢
字
沼
田
一
一
五

〃

板
柳
町
大
字
夕
顔
関
字
西
田
六
七
の

二
一

〃

〃

大
字
常
海
橋
字
俵
元
四
三

〃

〃

大
字
牡
丹
森
字
鴨
泊
一
八
五

の
二

〃

〃

大
字
滝
井
字
川
崎
四
二

〃

鶴
田
町
大
字
瀬
良
沢
字
沼
田
一
一
五

〃

板
柳
町
大
字
常
海
橋
字
駒
田
一
八
三

の
八

平
成

��･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃



( )

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
滝

沢
平
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
十
三
日

上
北
地
域
県
民
局
長

山

田

裕
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〃監

事

〃

斎
藤

博
文

成
田

政
広

福
士

孝
一

〃

〃

大
字
五
林
平
字
三
宅
一
五
の

二〃

〃

大
字
夕
顔
関
字
西
田
六
七
の

二
一

〃

〃

大
字
常
海
橋
字
俵
元
四
三

〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃〃

沢
居

勝
雄

岡
山

孝
誠

吹
越

行
一

松
山

定
見

沢
居

文
男

細
井

義
信

山
端

伸
憲

鶴
ヶ
崎

文
雄

沢
居

勝
雄

岡
山

孝
誠

吹
越

行
一

松
山

定
見

佐
伯

一
雄

沢
居

文
男

上
北
郡
東
北
町
字
狼
ノ
沢
一
六
の
二

〃

〃

字
滝
沢
平
二
の
一
〇
一
〇

〃

〃

字
日
影
林
ノ
上
山
四
〇
〇
の

一〃

〃

字
滝
沢
平
二
の
一
二
〇

〃

〃

〃

二
の
五
七
五

〃

〃

〃

三
三
八
の
二

〃

〃

〃

四
七
七
の
二

〃

〃

〃

二
の
一
二
一

〃

〃

字
狼
ノ
沢
一
六
の
二

〃

〃

字
滝
沢
平
二
の
一
〇
一
〇

〃

〃

字
日
影
林
ノ
上
山
四
〇
〇
の

一〃

〃

字
滝
沢
平
二
の
一
二
〇

〃

〃

〃

二
の
二
二
五

〃

〃

〃

二
の
五
七
五

平
成

��･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃

監

事

〃

山
端

伸
憲

鶴
ヶ
崎

文
雄

〃

〃

〃

四
七
七
の
二

〃

〃

〃

二
の
一
二
一

〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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